
令和６年度児童手当改正に伴う申請フロー

Q２.現在、児童手当または特例
給付を受けている。

※認定請求書の請求者は、父母のうち所得に高い人となります。

※請求者が公務員の場合は勤務先の給与担当課に申請してください。

Q1.高校生以下（平成18年4月2
日生～）の子を養育している。

Q３.大学生年齢（平成14年4月2日生
～平成18年4月1日生）の子を含め、
３人以上子どもを養育している。

Q3.大学生年齢（平成14年4月2日
生～平成18年4月1日生）の子を
養育している。

認定請求書

　　＋　

監護相当・

生計費の確認書

認定請求書

      

監護相当 ・ 

生計費の確認書

          

手続き不要

【状況によって必要になる書類】
・高校生以下の子と別居・・・別居監護申立書
・父母以外の養育者　　・・・養育事実の申立書

手続き不要

申
請
が
必
要

「児童手当　令和６年度制度改正」の

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

ご自宅や職場などに吉野川市役所（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
吉野川市役所　こども未来課や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先　　吉野川市役所　こども未来課　児童福祉係

　　　　　　　　　　電話　０８８３－２２－２２６６　FAX　０８８３－２２－２２４５

はい

いいえ

はい はい

いいえ

※一般的な申請フローです。

いいえ

いいえ

はい

Q4.3人以上子ども
を養育している。

いいえ

はい


